
徳島県地域振興総合協議会規約 

 

平成 18年 6月 9日 

制       定 

 

（名 称） 

第１条 本協議会は、徳島県地域振興総合協議会（以下「本協議会」という。）と

称する。 

（目 的） 

第２条 近年の社会環境に即応し、別表に定める各種協議会（以下「既設協議会」

という。）を統合し、総合的な地域振興を図ることを目的とするものである。 

（組織・会員） 

第３条 既設協議会をもって組織し、会員は、既設協議会を構成する市町村とする。 

（事務所） 

第４条 本協議会の事務所は、徳島県町村会事務局内に置く。 

（事 業） 

第５条 本協議会は、既設協議会の各種事業が円滑に推進できるよう、会員間の連

絡調整を行う。 

 （部会の設置及び所掌事務） 

第６条 本協議会に次の部会を置き、各部会の所掌事務を次のとおりとする。 

  また、各部会に部会長 1名を置き、各部会において、それぞれの目的に沿った

各種事業を実施する。 

 (1) 農業農村振興部会 

徳島県市町村農業農村振興対策協議会の規約の目的に沿い、市町村におけ

る農業構造の改善を推進し、効率的かつ安定的な農業経営の育成と農業及び

農村の振興を推進すること。 

  (2) 林野振興部会 

徳島県市町村林野振興対策協議会の規約の目的に沿い、市町村における林

野関係の諸政策を推進し、林業の振興並びに山村の地域格差、所得格差の是

正を図ること。 

  (3) 過疎地域自立促進部会 

徳島県過疎地域自立促進対策協議会の規約の目的に沿い、市町村における

過疎地域対策の充実強化を促進し、過疎地域の産業、経済の活性化と地域住

民の生活、文化の安定向上を図ること。 

  (4) 剣山観光振興部会 

剣山国定公園観光協会の会則の目的に沿い、剣山及びその周辺の観光資源

の開発を促進し、観光施設の整備充実を図り、これを紹介宣伝することによ

り、剣山国定公園観光事業の振興に寄与すること。 



  (5) 発電振興部会 

発電関係市町村全国協議会徳島県支部の規約の目的に沿い、発電関係施設

等の所在する町村に対する行財政措置の確立をはかるとともに、電源開発そ

の他発電関係施設の所在することによる諸問題の解決を促進し、関係市町村

の振興発展を図ること。 

（役 員） 

第７条 本協議会に次の役員を置く。 

 (1) 会 長  １名 

  (2) 部会長  ５名以内 

  (3) 監 事  ２名 

（役員の選任） 

第８条 会長、部会長及び監事は、総会において選任する。 

（役員の任期） 

第９条 役員の任期は、２年とする。ただし、補欠により役員となった者の任期は、

前任者の残任期間とする。 

２ 任期満了後であっても後任者が就任するまでは、なお、在任する。 

（役員の職務） 

第１０条 会長は、本協議会を代表し、会務を掌理する。 

２ 会長に事故あるとき又は欠けたときは、年長の部会長がその職務を代行する。 

３ 部会長は、部会の業務を掌理するとともに、会長を補佐する。 

４ 部会長に事故あるとき又は欠けたときは、既設協議会の副会長がその職務を代

行する。 

５ 監事は、会計を監査する。 

 （会 議） 

第１１条 本協議会の会議は、総会、役員会及び監事会とする。 

２ 総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は年１回、臨時総会は会長が必

要と認めたときに開催する。 

３ 役員会及び監事会は、必要に応じて開催する。 

 （運 営） 

第１２条 総会は、会長が招集し、会議の議長を務める。 

２ 総会は、規約の改廃、予算及び決算、その他基本的事項を審議決定する。 

３ 総会は、会員の半数以上の出席がなければ会議を開いて議決することはできな

い。 

４ 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

 （財 務） 

第１３条 本協議会の経費は、負担金、その他の収入をもってあてる。 

２ 会費の額及び徴収方法は、毎年度予算においてこれを定める。 



３ 本協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 （事務局） 

第１４条 本協議会の事務を処理するため事務局を置く。 

 （職 員） 

第１５条 本協議会に事務局長及びその他の職員を置く。 

２ 事務局長は、会長の命をうけて事務局を統轄し、その他の職員は、事務局長を

補佐して事務に従事する。 

 （雑 則） 

第１６条 この規約の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

   附 則 

１ この規約は、平成 18年 6月 9日から施行する。 

２ この規約施行日において選任された役員は、第 9条の規定にかかわらず、平成

19年 6月 12日までとする。 

 

別表 

協 議 会 の 名 称 

徳島県市町村農業農村振興対策協議会 

徳島県市町村林野振興対策協議会 

徳島県過疎地域自立促進対策協議会 

剣山国定公園観光協会 

発電関係市町村全国協議会徳島県支部 

 


